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（3）総合支援事業：①子育て休職中の人材の再雇用・再教育。②代替職員情報の収集・提

供。③モデルキャリアプランの提供。④生涯学習の仕組みの提供。⑤全国のがん専門・認

定看護師の配置状況の把握・表示。⑥がん専門・認定看護師に関する現場ニーズや質の調

査――など 

 

 これにあわせ、厚生労働省は、「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」の診療従事

者の専門的な知識及び技能を有するコメディカルスタッフ配置の看護師配置条件に専門・

認定看護師の要件を追記する。また、がん診療連携拠点病院に対して、専門・認定看護師

の配置への特別加算を行う。 

 

■経費の種類／性格 

委託費 

 

■補助先 

「がん専門・認定看護師等育成配置支援センター」の運営を委託するのに適切な機関  

 

■積算内容 

・10 億円（積算作業中） 
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施策④ 

副作用・合併症に対する支持療法のガイドライン策定普及事業 

 

■要求要旨 

 治療に伴う副作用を緩和し、痛みなどの症状をコントロールする支持療法は、がん対策

推進基本計画の全体目標の１つである「すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並び

に療養生活の質の維持向上」において重要な役割を担っている。しかし依然として普及は

進んでおらず、また医療機関における格差も大きい。この要因としては、支持療法におけ

る標準治療の未整備や情報不足などが指摘される。 

同計画では化学療法や放射線療法の推進も個別目標として挙げられているが、こういっ

た体制整備にも合わせ、副作用や合併症、後遺症に対する支持療法を広く適切に講じてい

くことは、患者の QOL（生活の質）を維持していくうえで非常に重要な課題である。 

 このため、関連学会や患者関係者などを含む“副作用に対する支持療法ガイドライン策

定委員会”を設置し、海外の先行事例も参考にしつつ、患者・家族向け、および医療者向

けの支持療法ガイドラインを策定する。また、現在では副作用を予想する検査も導入され

つつある。こうしたガイドラインの公開にあたっては、全国のがん診療連携拠点病院を通

じ各医療機関に冊子にて配布するほか、ウェブサイトでも一般公開をする。また策定後も

定期的にガイドラインの改訂を行い、標準治療の見直しや患者意見の反映を図っていくこ

とが求められる。この他、ガイドラインに基づいた支持療法を提供する医療提供者を増員

するため、医療者向けのウェブサイトを通じた情報提供や eラーニング等にて研修を実施

する。さらに、こうした、副作用や合併症、後遺症の状況を登録し、次世代の最適な治療

に反映させる。 

 

■事業内容 

 

（1）支持療法ガイドライン策定事業 

医療専門家と患者関係者を含む人員にて構成された“支持療法ガイドライン策定委員会”

を設置し、以下の業務を行う。①患者・家族向け、医療提供者向けの支持療法ガイドライ

ンを策定する。②支持療法に関するエビデンスづくりを奨励する。③定期的に、患者から

の意見集約、医学的知見の増加、標準治療の変化などを踏まえ、国際的な情報も得てガイ

ドラインの改訂を行う。④ガイドラインの広報を行い、最適な支持療法を示す。⑤ガイド

ラインの普及・順守状況をモニターする。⑥重篤な副作用はこのシステムによっても迅速

に広報できるシステムとする。 

 

（2）ガイドライン研修事業 

 策定されたガイドラインを現場の医療従事者に教育研修を行う。eラーニングを利用した

Ⅳ　付録



228 
 

学習プログラムと、インターネットを利用した最新情報を提供する。 

 

（3）ガイドライン普及啓発事業 

国立がんセンターがん対策情報センター、がん拠点病院相談支援センターならびに新設

される「全国コールセンター」、「地域統括相談支援センター」などにおいて、支持療法ガ

イドラインを一般に知らせ普及させる。そのために、冊子を作成し、ウェブサイトを活用

する。 

 

■経費の種類／性格 

委託費 

 

■補助先 

「診療ガイドライン策定委員会」の運営を委託するのに適切な組織機関 

 

■積算内容 

・1億円（積算作業中） 
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施策⑤ 

地域がん登録・全国集計活用事業 

 

■要求要旨 

 がん対策推進基本計画において重点項目に列挙されている地域がん登録であるが、その

普及は大きく遅れている。地域がん登録データは、がん対策の根幹をなすもので、がん対

策立案とモニターに活用される。がんの現況が分かることで、有効な対策への資源配分や

死亡率の低減につながることで、将来的な予算や医療費の削減効果も期待できる。 

地域がん登録が進展しない理由として、都道府県が費用負担をする財政力がない場合が

あること、個人情報保護法の影響でデータ収集が困難あること等が挙げられている。国の

100％補助及び制度的後ろ盾があれば、ほぼすべての県での地域がん登録の実施が想定され

る。 

 また、これまでの地域がん登録データはほとんど活用されていない。今後は、管理・集

計・分析・公表までの一貫業務としてフロー化し、全国統一の地域がん登録を実現し、全

国地域がん集計センターにおいて公表する。既存の地域がん登録を活用しつつ、全国的な

新・地域がん登録システムに移行する。さらに、地域における地域がん登録の実務に関わ

る人材を育成することで、都道府県に研修を受けた実務者を配置する。 

地域がん診療連携拠点病院単位の院内がん登録とリンクさせることで、より質の高くさ

らにアウトカムのデータも評価可能な登録データを構築し、特徴ある病院、さらに疾患動

向を検討し、次世代にがん診療に役立てる。 

 地域がん登録法の制定を並行して進める。 

 

■事業内容 

 地域がん登録・全国集計活用センターの新設と、地域がん登録・都道府県センターの全

都道府県への設置により、新・地域がん登録システムを実施する。 

 

「地域がん登録・全国集計活用センター」は、以下の事業を実施する。 

①地域がん登録・都道府県センターの情報を集計し役立つかたちで公表。 

②地域がん登録実務担当者の養成プログラムの開発と実施。 

③統一的な新規地域がん登録システムの開発と推奨。 

④既存の地域がん登録システムの統一化手法の開発と実施。 

⑤既存の地域がん登録システムの調査解析。 

 

「地域がん登録・都道府県センター」は以下の事業を実施する。 

①都道府県は「地域がん登録・都道府県センター」を置く（既存の仕組みを活用してよ

い）。 
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②「地域がん登録・都道府県センター」は、地域がん登録業務を行い、都道府県内の地

域がん登録データの集計（既存の仕組みがある場合は活用）、公表を実施する。 

 ③都道府県は地域がん登録に参加する医療機関に費用を補助する。 

④病院単位の院内がん登録を地域がん登録に連結するシステムを構築する。 

 

■経費の種類／性格 

委託費 

 

■補助先 

地域がん登録・全国集計活用センターを委託するのに適切な組織 

地域がん登録・都道府県センター（都道府県）を委託するのに適切な組織 

地域がん登録参加病院（都道府県経由） 

（＊将来的には診療報酬化が可能か検討する） 

 

■積算内容 

・10 億円（積算作業中） 
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施策⑥ 

がんベンチマーキングセンター事業 

 

■要求要旨 

 がん対策推進基本法の基本理念である第二条にある通り、がん患者がその居住する地域

にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療を受けるためには、アウト

カム指標およびプロセス指標によってがん医療の質による評価ができる体制を構築してい

く必要がある。地域がん登録、院内がん登録などから得られるアウトカムデータ、臨床指

標、DPC データなどから得られるプロセスデータ、がん診療連携拠点病院指定申請書などか

ら得られるストラクチャー情報などを対象とし、情報の収集と分析および公表を担うベン

チマーキングセンターを設立する。実施にあたっては、地域がん登録、院内がん登録、臨

床指標、DPC データなどの研究班と連携し知見を活用する。また、施策⑧「患者満足度調査

事業」のデータも取り込む。なお、現存する指標に関するデータを収集するだけでなく、

より有益で実用できる指標の開発が必要であり、開発にあたっては研究班、研究費による

活動と連携・コーディネートするとともに、ベンチマーキングセンターで採用すべきがん

の医療の質の指標等を研究するため、心理学、介護学、社会学、消費者研究等の専門家、

患者代表などの参加を得た研究も実施する。 

 

■事業内容 

ベンチマーキングセンターは以下の 3つの事業を行う。 

①ベンチマーキングセンター事業 

 第三者機関による地域がん登録、院内がん登録等による、アウトカム指標の収集と公表。

臨床指標データ、DPC データ等による、プロセス指標の収集と公表。がん拠点病院等の機能

情報等のストラクチャー指標の収集と公表。専門医、専門医療従事者の配置、その他、医

療機関の連携など地域の面的な医療の質向上への貢献を示すデータ等の収集と公表。収集

したデータを集計、分析、加工し、ベンチマークレポートを作成し、フィードバックする。

公表の了解を得た情報に関しては、できるだけ一般に公表する。 

 ベンチマーキングセンター事業の評価に関する委員会を設置する。委員には、患者関係

委員を複数含むこと。また、がん診療の関係者のみならず、心理学、介護学、社会学、消

費者研究、経営等の専門家を含むこととする。 

②データ収集支援補助事業 

 医療機関においてアウトカム指標、プロセス指標などの採録、収集、システム構築、院

内体制整備などを行うための技術支援、人員確保支援のための、資金を補助する。 

③ベンチマーキングセンター業務開発研究事業 

地域がん登録、院内がん登録、臨床指標開発、DPC データなど、要素となるデータの収集

体制を推進し、連携を促進し、コーディネートを行う。常に、がん診療連携拠点病院やそ
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の他のがん診療施設から指標を得る体制を構築する。また、よいがん診療を促進するため

の新たな指標の開発を行う。 

 

■経費の種類／性格 

委託費 

 

■補助先 

ベンチマーキングセンター業務を委託するのに適切な組織 

 

■積算内容 

・10 億円（積算作業中） 
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施策⑦ 

患者・家族のための、がん総合相談支援事業 

 

■要求要旨 

がん対策推進基本計画においては、「すべてのがん患者及び家族の苦痛の軽減並びに療養

生活の質の向上」が、死亡率の削減とともに二つの最大目標の一つとされており、その目

標を達成する方策として、がん医療に関する相談支援の重要性が示されている。 

相談支援に関する事業として、各地のがん診療連携拠点病院に相談支援センターが設置

されているが、それだけでは十分な機能を発揮できておらず、ニーズにも十分に答えられ

ていない。地域での相談支援センターごとの連携不足、疾病をよく知る患者視点からのサ

ポートの不足など、不十分な点が明らかになっている。アンケートやタウンミーティング

のご意見聴取、調査などによって分かった相談支援業務の不足を補い解消するため、以下

の 2つの事業を行う。 

既に外国では実績のあるシステムとして知られている 24時間対応の全国コールセンター

が本国ではまだ設置されていない。本国の相談支援事業に海外で有効性が実証されている

システムを導入し、既存の相談支援センターの機能を強化させる。 

また、都道府県単位の相談支援センターを設置する。 

 

■事業内容 

（1）全国で 1カ所、「全国コールセンター」を設置する。 

①24 時間どこからでも受け付け可能であり、フリーダイヤルの無料電話相談コールセン

ター1カ所を設置する。コールセンターには訓練を受けた相談員を配置する。相談内容は

一般的な対応が可能な範囲を中心とし、個別具体的な対応については「都道府県がん相

談センター」あるいは拠点病院ごとの「相談支援センター」に振り分ける。 

②ピアサポーター研修カリキュラムを作成し、提供する。 

 

（2）各都道府県単位で「都道府県相談センター」を設置する 

①がん相談支援業務。現在、受療している医療機関から中立的立場で、治療、悩み、経

済的対処などに関する幅広い総合的な相談支援を行う。また、医療機関の連携（病病、

病診、診診）が切れ目なく行われるように、医療機関が主体的に連携を行うよう支援し、

在宅緩和ケアを含む医療連携に関する相談にも乗る。医療現場に詳しい専門家（医師、

看護師、メディカルソーシャルワーカー、介護、福祉などの関係者）がアドバイザーと

して中立的に相談をバックアップする。運営に関しては、都道府県（行政）と患者関係

者を含む都道府県がん対策推進協議会などにより年に 1 度評価を実施する。全国で 1 カ

所設置する「全国コールセンター」、拠点病院ごとに置かれている「相談支援センター」

に関する情報提供も行う。 
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②都道府県単位のピアサポートセンターの運営を行う。「患者相談・全国コールセンター

（仮）」が作成したカリキュラムに沿ったピアサポーター養成研修を実施する。都道府県

ごとに「ピアサポートセンター」を設置。都道府県がん相談センター、県拠点病院・地

域拠点病院・がんを診療する病院が設置している相談支援センターにピアサポーターが

配置されることを推進する。また、ピアサポートセンターは、事項③の事業も行う。 

③ピアサポートセンターは、「がん患者によるがんの普及啓発アクションプラン」と「医

療従事者と患者・市民が協働する普及啓発活動支援」を実施する。 

 

■経費の種類／性格 

委託費 

 

■補助先 

「全国コールセンター」の業務を委託するのに適切な組織 

「都道府県がん相談センター」の業務を委託するのに適切な組織 

「ピアサポートセンター」の業務を委託するのに適切な組織 

 

■積算内容 

・27.35 億円（積算作業中） 
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 施策⑧ 

がん患者満足度調査事業 

 

■要求要旨 

 がん対策基本法においては、「がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知

見に基づく適切ながんに係る医療を受けることができるようにすること」「がん患者の置か

れている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が選択されるようがん

医療を提供する体制の整備がなされること」とある。さらに、がん対策推進基本計画にお

いては、「すべてのがん患者及び家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の向上」が、死亡率

の削減とともに二つの最大目標の一つとされている。また、「国民ががんと向き合いがんと

生きる」とのビジョンが示されている。 

それにも関わらず、がん患者の苦痛や満足に関する現況把握や包括的な改善策が、ほと

んどなされていないのが現状である。これまでのアンケートなどによる断片的な調査によ

ると、がん患者の医療に関する満足度が必ずしも高くないことがわかっている。医療の質

と均てん化に関しても改善の余地が示唆されている。よって、がん患者（家族・遺族含む）

の受療に関する満足度調査を、全国的に実施する。それにより、患者満足度の向上を達成

する。また、がん診療の質の均てん化にも役立てる。 

 

■事業内容 

がん患者（家族・遺族含む）の受療に関する満足度調査を、全国的に実施する。全国 500

病院以上において治療を受けた、20 万人程度のがん患者から回答を集める。設置する「が

ん患者満足度調査センター」において集計、分析し、結果を公表する。結果は、全体・県

別・二次医療圏・施設別などに整理し、当該施設にフィードバックする。また、同意がと

れた施設については、情報を公表する。また、患者満足度情報に関する普及啓発事業を実

施する。さらに、調査によって得られた結果に基づき、各都道府県において、満足度改善

につなげる事業（患者満足度タウンミーティング）を開催する。満足度の経年変化をモニ

ターし指標の向上を確認する。 

 

■経費の種類／性格 

委託費 

 

■補助先 

患者満足度調査センター業務を委託するのに適切な組織 

 

■積算内容 

・15 億円（積算作業中） 
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